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                                    2019年 2月 28日 

 

分支機構による輸出入業務が実施可能に 
 

 

税関総署は 2018 年 12 月 7 日付で、≪通関申告単位登記管理関連事項のさらなる合理化に関する公告≫

（税関総署公告 2018年第 191号、2019年 2月 1日施行、以下「191号」）を公布し、分公司などの分支

機構による通関申告単位登記管理事項を明確化しました。 

 

税関による通関申告単位登記は≪中華人民共和国 税関通関申告単位登録登記管理規定≫（税関総署

令第 240 号）に基づき管理されており、191号は当該管理規定を補足するものです。191号では、輸

出入貨物の荷送人/荷受人の分支機構による通関申告単位備案（届出）や輸出入通関申告業務を許可

しました。 

 

一方、輸出入を実施する際、企業は対外貿易経営者として「対外貿易経営権」を取得する必要があり

ますが、商務部の≪対外貿易経営者備案登記関連問題に関する通知≫（商貿函[2007]122 号）では、

分支機構は「対外貿易経営権」を取得できないと規定されており、191号に基づき通関申告が可能と

なっても、事実上は輸出入業務が実施できない可能性がありました。 

 

しかし、商務部も 2019年 2月 18 日付で≪対外貿易経営者備案登記業務のさらなる合理化に関する通

知≫（商貿函[2019]72号、2019年 3月 1日施行、以下「72号」）を公布し、191号の内容と平仄を合

わせる形で、企業法人の分支機構による対外貿易経営者備案を許可しました。 

 

これにより、分支機構に対する「対外貿易経営権」の取得制限が緩和され、分支機構も対外貿易経営

者・通関申告単位備案登記の完了後、輸出入業務を行うことができるようになります。 

 

 191 号の概要 

1. 輸出入貨物の荷送人/荷受人・分支機構の通関申告業務 

 輸出入貨物の荷送人/荷受人は、その分支機構のために通関申告単位への備案が可能 

 輸出入貨物の荷送人/荷受人およびその税関において備案した分支機構は、全国において輸出

入通関申告業務が可能 

 輸出入貨物の荷送人/荷受人は、その分支機構の行為に対して法的責任を負う 

2. 通関申告企業・分支機構の通関申告業務 

 通関申告企業およびその税関において備案した分支機構は、全国において輸出入通関申告業

務が可能 

 通関申告企業は、その分支機構の行為に対して法的責任を負う 

3. 臨時登録登記 

 申請者が税関の臨時登録登記を行う場合、≪通関申告単位状況登記表≫および非貿易性活動

の証明資料により、直ちに税関への手続申請が可能 
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 72 号の概要 

 工商登記済の企業法人の分支機構は、対外貿易経営者備案登記の新規申請・変更が可能 

申請に必要な書類（オンライン提出可） 

・ 企業法人の分支機構の営業許可証写し 

・ 分支機構の責任者の署名・捺印済の「対外貿易経営者備案登記申請表」原本 

・ 企業法人が分支機構が備案登記を行うことに同意する旨の書面申請資料原本 

 備案登記手続の完了後、≪対外貿易経営者備案登記表≫により税関・税務・外貨などの部門

において対外貿易業務の実施に必要な関連手続を行う 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご照会先 
本  店：上海市浦東新区世紀大道 100号上海環球金融中心 11階/電話：86-(21)-3860-9000・FAX：86-(21)-3860-9999  

上海浦西出張所：上海市長寧区興義路 8号 上海万都中心 12階 1、12、13号/電話：86-(21)-2219-8000・FAX：86-(21)-2219-8199 

上海自貿試験区出張所：上海市浦東新区世紀大道 100号上海環球金融中心 15階 15T21室/電話：86-(21)-2067-0200・FAX：86-(21)-3860-9999 

瀋陽支店：瀋陽市瀋河区青年大街1号 市府恒隆広場16階1606室/電話：86-(24)- 3128-7000・FAX：86-(24)-3128-7781 

北京支店：北京市朝陽区光華路1号 北京嘉里中心北楼16階1601号室/電話：86-(10)-5920-4500・FAX：86-(10)-5915-1080 

天津支店：天津市和平区南京路 189号 津匯広場２座 12階 /電話：86-(22)-2330-6677・FAX：86-(22)-2319-2111 

天津濱海出張所：天津市天津経済技術開発区広場東路 20号 濱海金融街東区 E2B8層/電話：86-(22)-6622-6677・FAX：86-(22)-6628-1333 

蘇州支店：蘇州市高新区獅山路 28号 蘇州高新国際商務広場 12階/電話：86-(512)- 6606-6500・FAX：86-(512)-6606-8500 

蘇州工業園区出張所：江蘇省蘇州工業園区蘇州大道西 2号 国際大厦 16楼/電話：86-(512)-6288-5018・FAX：86-(512)-6288-5028 

常熟出張所：常熟市東南開発区東南大道 333号 科創大厦 8楼/電話：86-(512)-5235-5553・FAX：86-(512)-5235-5552 

昆山出張所：江蘇省昆山市前進東路 399号 台協国際商務広場 2001-2005室/電話：86-(512)-3687-0588・FAX：86-(512)-6606-8500 

杭州支店：杭州市下城区延安路 385号 杭州嘉里中心 2幢 5階/電話：86-(571)-2889-1111・FAX：86-(571)-2889-6699 

広州支店：広州市天河区華夏路 8号 国際金融広場 12階/電話：86-(20)3819-1888・FAX：86-(20)3810-2028 

深圳支店：深圳市福田区中心四路1号  嘉里建設広場二座23層/電話：86-(755)-2383-0980・FAX：86-(755)-2383-0707 

重慶支店：重慶市南岸区南濱路22号 重慶長江国際1棟第34階02号/電話：86-(23)-8812-5300・FAX：86-(23)-8812-5301 

大連支店：大連市西崗区中山路147号  森茂大厦4楼-A室 /電話：86-(411)-3905-8500・FAX番号 ：86-(411)-3905-8599 

当資料に掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。当資料は単に情報提供を目的に作成されており、その正確性を当行

及び情報提供元が保証するものではなく、また掲載された内容は経済情勢等の変化により変更されることがあります。掲載情報は利用者

の責任と判断でご利用頂き、また個別の案件につきましては法律･会計･税務等の各面の専門家にご相談くださるようお願い致します。万

一、利用者が当情報の利用に関して損害を被った場合、当行及び情報提供元はその原因の如何を問わず賠償の責を負いません。 


